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団体交渉は５月17日に実施！スピード感を持って会社と議論
していきます。特に「安全・健康」を前提とした新たな委員
会活動を創るため、職場の意見を地本までお寄せください！

これまで、地本・支社間において「運輸関係職場における今後の委員会
活動の進め方についての確認メモ」を締結し、業務を進めてきました。し
かし２０１１年以降、確認メモとの乖離が職場で発生し、地本・支社間の
認識の一致も図れないまま今日まで来ています。

この「運輸関係職場における今後の委員会活動の進め方についての確認
メモ」を締結するに至った経過は、乗務に従事する組合員から「委員会活
動が負担になっている」「委員会活動が過度になり、乗務に集中できず安
全が阻害される恐れがある」などの声から労使協議が行われ締結してきた
ものです。

近年は、委員会活動を積極的に取り組みたいとの声が増えていることは
事実であり、ＪＲ東労組として自己啓発活動を否定することはありません。
しかし、一方で委員会活動が負担になっているとの声があることにも踏ま
え、安全に業務を遂行するには、組合員の心身の健康に配慮し、明るく風
通しの良い職場を目指すことは、労使共同宣言で謳われていた精神と変
わっていません。

地本は「運輸関係職場における今後の委員会活動の進め方についての確
認メモ」を、より職場実態に見合ったものへと改めたいとの会社からの提
起を受け止め、下記の通り申し入れました。今後、組合員の安全・健康・
ゆとり・働きがいの実現と、業務改善や自己啓発による会社の発展の両立
を目指して、団体交渉にて建設的に議論していきます。

【申し入れ項目】

１．運輸関係職場における今後の委員会活動の進め方については、
職場の意見に踏まえて変更することとし、乗務に集中できる環境を
整えたうえで実施すること。なお、自己啓発活動によって不利益扱い
や安全が脅かされる事象が発生した場合は、是正をすること。


